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(１)保存樹木の指定解除について

【指定番号】
第２９号・第３０号
【樹種】
ケヤキ　２本
【所在地】
　清瀬市下清戸２丁目
【解除理由・現状】
自宅や隣接する道路まで太い枝が伸びており、所有者は枝の落下を危惧していた。また、そこから大量発生する落ち葉の掃除をはじめとした管理についても大きな労力や負担感を感じており、伐採。
【現地写真】
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撮影日：令和５年４月１８日
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資料２
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第２９号





���





�





�








�









